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第6章 周波数の監理

第1節 概 況

1901年(明 治34年),マ ルコー二が大西洋横断無線電信の実験に成功 して

以来,今 日までわずか70年 余の間に,電 子通信技術の驚異的な進歩を背景と

して,電 波の利用は社会経済活動のほとんどすべての分野に及び,各 々重要

な役割を果た してお り,ま た,身 近な日常生活にも無 くてはならないものと

なっている。

一方,電 波は 「周波数スペク トラム」 として時間的,空 間的に占有性を有

する一種の有限な資源である。

ムラトクペスの波磁電
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すなわち,電 磁波のスペ クトラムは第2-6-1図 に示すように,可 視光

線の領域を越えて宇宙線の領域に至るまで非常に広範囲にわたっている。し

かし,こ のうち,「 電波」として無線通信に使用可能な周波数スペクトラム

は,最 近の技術でもおおむね10kHzか ら数10GHzの 範囲に限 られている。

また,「電波に国境なし」といわれるよ うに電波は地球を取 り巻 く宇宙空

間を自由に伝搬するので,電 波を利用する者が無秩序に周波数を使用するな
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らば,国 内はもとより国際間においても相互に混信妨害を生ず る こ と とな

る。

このような電波の有限性及び伝搬特性のため,周 波数スペクトラムの有効

利用を図 り,ま た世界的な無線通信業務を円滑に行 う必要から,周 波数につ

いては1906年(明 治39年)ベ ル リンセこおいて無線通信に関 し初めて開催され

た国際会議以来,古 くから国際的にち密な管理が行われ,電 波秩序が維持さ

れている。

我が国における周波数の監理は,電 波法及び関連法令の規定に基づいて,

次のような事項を考慮して適切な監理を行 うよう努めている。

① 国際電気通信条約及び同附属無線通信規則,国 際民間航空条約,海 上人

命安全条約等の周波数に関する国際的な規律に従 うとともに国際協調を図

ること

② 周波数需要の動向をは握 し,周 波数の計画的な使用を図ること

③ 円滑な無線通信業務を維持 し,か つ周波数スペクトラムを有効に利用す

るため,適 切な技術的基礎に基づいた周波数の使用を図ること

④ 周波数スペクトラムの開発及び有効利用に関する技術の調査研究を推進

すること

最近の電波利用の拡大に伴い,周 波数の需要は著 しい増加を示 してお り,

既に一部周波数帯については国際的にも不足が問題となってきている。特に

我が国は世界一の電波の高密度利用国であり,周 波数の一層効率的な使用を

図るとともに,ミ リ波等の新 しい周波数帯について利用開発を進めてい く必

要がある。

第2節 周波数分配

周波数帯又は周波数を固定業務,放 送業務等の各無線通信業務に対 して配

分することを周波数分配といい,各 国は周波数を使用する場合,国 際電気通

信条約附属無線通信規則に定める周波数分配に従わなければならない。
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最初の国際的な周波数分配は1906年(明 治39年)ベ ルリンで開催 された第

1回 国際無線電信会議にお い て,500kHzと1,000kHzの 周波数が陸上 ・船

舶間の電信用として定められたものであるが,そ の後電波利用技術の進歩に

伴い,第2-6-2表 に示すように十数度の国際会議において周波数分配の

改正が行われた。

第2-6-2表 周波数分配に関する国際会議
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現行の周波数分配の基礎が確立されたのは レーダ,航 空無線,移 動無線,

テレビ等の電波技術が飛躍的な発展を示 した第2次 世界大戦後初めて開催さ

れた1947年(昭 和22年)ア トランテ ィック・シテ ィ会議である。すなわち,

周波数分配の地域区分を従来の欧州中心の区分から第1地 域(欧 州,ア フリ

カ),第2地 域(南 ・北米),第3地 域(ア ジア,大 洋州)に 改め,ま た,周

波数の管理方法も各国の使用周波数を単にリス トして周波数の選定に資する

という従来の方式を改め,周 波数帯別,業 務別に世界的な周波数の計画を作

成し,こ れに基づいて国際周波数登録委員会(IFRB)が 使用周波数を管理す
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ることとした。

この結果,世 界的な周波数の計画を作成するため,1948年(昭 和23年)か

ら1950年(昭 和25年)に かけ,臨 時周波数委員会,地 域主管庁会議,国 際航

空無線通信主管庁会議,高 周波放送会議が相次いで開催された。次いでこれ

ら一連の会議の結果を総合して,で きる限 り広範囲に各国の使用する周波数

の割当計画を作成することを 目的に,1951年(昭 和26年)臨 時無線通信主管

庁会議(EARC)が 開催され,4MHz～27.5MHz帯 における海上移動業務

に対する周波数区域分配計画等が作成された。固定業務及び短波放送業務に

ついては,各 国の利害が対立したため周波数計画の作成は失敗に終わ り,こ

れ らの周波数の管理方法が最終的に決定されたのは1959年(昭 和34年)の ジ

ュネーブ会議においてである。

この会議では,分 配周波数の上限が40GHzま で拡大され,ま た,宇 宙通

信,電 波天文業務,無 線標定業務等に新たな周波数が分配されるとともに,

更に放送業務,海 上移動業務等に関する分配が大幅に改正され た。 このほ

か,IFRBの 機構i,周 波数登録手続,そ の他技術上,運 用上の諸問題につい

て附属無線通信規則が改正されたが,こ れらの大部分は今 日まで引き継がれ

ているものである。

その後1963年(昭 和38年)に 宇宙通信,1966年(昭 和41年)に 民間航空路

の航空移動業務,1967年(昭 和42年)に 海上移動業務1971年(昭 和46年)

に再び宇宙通信に関 し部分的な周波数分配の改正が行われ,10kHzか ら275

GHzま での周波数帯が地域別及び業務別に分配されている。

なお,特 定の業務に対 し世界的な周波数計画が定められてお り,そ の主な

ものは次のとおりである。

①3,950kHz以 下の周波数割当計画(1951年 制定,主 管庁か らIFRBに 対

する周波数登録手続により逐次改訂)

②4MHz～27.5MHzの 海上移動業務の周波数区域分配計画(1951年 制定,

1967年 改正,1974年 再改正予定)

③2.85MHz～18MHzの 航空移動業務の周波数区域分配計画(1948年 制定,
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1966年 改 正,1977年 再 改 正予 定)

我 が 国 で は 国際 分 配 を 基 礎 と し,

を 定 め て い る。

これに国内事情をも考慮 して周波数分配

第3節 周波数割当

1概 要

無線局に周波数を割 り当てる場合には,一 般に次の事項を考慮して行って

いる。

① 周波数分配表に従 うこと

② 周波数に関する国際的な規律に従 うこと

③ 周波数割当計画が定められている場合にはこれに従うこと

④ 周波数の効率的利用を図ること

⑤ 電波の型式,必 要周波数帯幅,伝 搬特性,保 護すべき電界強度等の電波

の技術的特性を考慮 し,既 設局に有害な混信を与えないようにすること

48年度末現在,割 り当てられた周波数の個数は,第2-6-3図 に示すよ

うに約6千 波に達し,長 波からマイクロ波までほとんどくまなく割 り当てら

れている。

特に移動業務に適しているVHF帯 は,都 市部における陸上移動業務及び

沿岸無線電話を中心とする海上移動業務の伸びが著しく,VHF帯 の混雑緩

和は現在の周波数監理上最も重要な課題の一つとなっている。

また,マ イクロ波帯についても,最 近は通常のいわゆるマイクロ波通信回

線のほか,レ ーダ,気 象観測,航 空管制等の用途が拡大され,更 に宇宙通信

の本格化を控え,混 雑の度合いは徐々に高まってお り,準 ミリ波帯,ミ リ波

帯の開発が急がれている。

一方,短 波帯は従来からその混雑が国際的に大きな問題であったが,最 近

国際通信の分野において海底ケーブル,対 流圏散乱波通信,衛 星通信などの

広帯域通信回線が逐次整備されてきている。 しかし,現 段階においては主と
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第2-6-3図 無線局に対 する割 当周波数 の推 移
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して短波に頼らざるを得ない海上移動業務及び短波放送業務の分野では,依

然として国際的にし烈な需要があ り,1979年 に予定されている世界無線通信

主管庁会議において,特 に短波帯以下の周波数分配については大幅な再編成

を行 う必要があると考えられる。

このほか,4MHz以 下は1951年(昭 和26年)EARCで 採択 された国際周

波数表を基本としてIFRBに より厳 しい国際管理が行われて い る周波数帯

で,ラ ジオ放送のほか,無 線測位業務,海 上移動業務にかな りの需要がある

が,周 波数は国際的に飽和状態にあり,新 たな国際登録周波数を得ることは

極めて困難な実情にある。

2業 務別周波数割当の現状

(1)固 定 業 務

固定業務に分配されている周波数帯は,第2-6-4表 に示すとお りであ
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第2-6-4表 固定業務 用の周波数分配状況

周 波 数 帯

周 波 数 帯 一昌
【

申

専 用 懸 用 鱗 蓄霧

0～4MHz 50kHzl,430kHz450kHz

4～30MHz 約10.3MHz約5,0MHzl6kHz

30～!,000MHz 20MHz237MHz211MHz

1～17.7GHz 300MHz3,821MHz5,040MHz

17.7～40GHz 一7 ,35GHz8.9GHz

計

1,930kHz

約15MHz

468MHz

9,161MHz

l6.25GHz

る。

ア.30MHz以 下の周波数帯は,数 年前 までは国際通信用として広 く使用さ

れてきたが,衛 星通信,海 底ケーブルの導入により国際通信に占める役割

は減少の一途をたどり,現 在,短 波回線が全回線数に占める比率は約3%

にすぎな くなっている。したがって,今 後は主として衛星,ケ ーブルのい

ずれも使用することが困難な対地向け通信及び衛星,ケ ーブルの障害時の

バ ックアップ回線用として使用されることとなろう。

また,国 内通信用としては,離 島通信,市 況情報等の同報通信,災 害対

策用,保 安用等短波帯の特質を生かした回線に使用されている。

イ.30MHz～1,000MHzの 周波数帯は,中 小容量の局地系の通信,災 害対

策用の通信,音 声放送の中継,移 動業務における通信所 と送受信所間の連

絡回線等に割 り当てられてお り,今 後 もかなりの需要が見込 まれている。

この周波数帯は,移 動業務に最も適 した周波数帯であ り,今 後固定業務

のために新たな周波数帯を設けることは困難なので,既 割当ての周波数帯

内での効率的使用を図る必要がある。

ウ.1GHz以 上の周波数帯は,一 般にマイクロ波帯といわれる周波数帯で大

容量の無線中継方式に適し,公 衆通信及び公益,治 安,行 政等の業務の幹

線系,支 線系の通信網に広 く使用されている。この周波数帯については,

我が国は世界有数のマイクロ波利用国といわれるように高い密度で使用さ
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れている。

また,将 来のマイクロ波帯の需要は情報化の進展 とともにデータ通信,

画燥通信等の新 しい通信需要を含め,大 幅な増大が予想 されているので,

今後,空 中線の指向性を利用 して地域的な周波数の共用を一層図っていく

とともに,い わゆる準 ミリ波帯及びミリ波帯の開発あるいは衛星通信の利

用を進めていく必要がある。

(2)放 送 業 務

放送業務に分配 されている周波数帯は第2-6-5表 のとお りである。

第2-6-5表 放送業務 用の周波数 分配 状況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17,7GHz

I7.7～40GHz

周 波 数 帯 幅

専 用 共 用1 計

1,080kHz

2,350kHz

384MHz

50kHz

170MHz

500MHz

1,130kHz

2,350kHz

554MHz

500MHz

ア.標 準放送

標準放送は525kHz～1,605kHzの 中波の周波数帯を使用し,10kHzの 周

波数間隔により108chの 割当てが可能である。我が国はこのうち,外 国混信

などのため使用できないものを除き100chの 周波数を 「標準放送用周波数割

当計画」に従い,48年 度末現在NHK及 び民間放送の計474局 に割当てが行

われている。

標準放送波帯は世界的に非常に混雑 しており,更 に,周 波数間隔が第1地

域(欧 州 ・アフリカ)では9kHz,第3地 域(ア ジア ・オセアニア)では10kHz

と異なっているため,い わゆるビー ト妨害を生じ,周 波数の利用効率を著 し

く低下させている等の理由から,長 ・中波放送に関し1974年 及び1975年 に両

地域の合同主管庁会議の開催が予定 されている。この会議では,統 一した技
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術原則を定め,第1及 び第3地 域全体の周波数割当計画の作成について審議

されるものと思われるが,世 界で最も高密度にラジオ放送を実施 している我

が国にとって重大な影響を及ぼすと考えられ,伝 搬特性,周 波数間隔,混 信

保護比等の技術基準,周 波数登録状況等について調査,検 討が行われている。

イ.超 短波放送

いわゆるFM放 送のための超短波放送用の周波数 としては,76MHz～90

MHzが 分配されており,「超短波放送用周波数割当計画」に従ってNHK及

び民間放送に対 し割当てが行われている。

ウ.短 波放送

短波帯で放送用に分配されている周波数帯は,3,6,7,9,11,15,17,

21及び25MHz帯 の一部で合計462ch(5kHz間 隔)で ある。

我が国では国内放送用として6波 の割当てを行っているほか,国 際放送用

として32波の割当てを行っている。

短波帯の放送業務用の周波数については,無 線通信規則の規定により年4

回季節別の周波数をIFRBに 提出 し,IFRBは 技術審査と各国間の調整を行

い,必 要に応じて関係主管庁に勧告を行うこととなってお り,こ の勧告を受

けた主管庁は,こ れを勘案して周波数の割当てを行 うという建前がとられて

いる。しか しながら,第2-6-6図 に示す ように世界各国の周波数使用は

逐年増加 しており,更 に最近は各国とも大電力化を図っているために混雑が

第2-6-6図 短 波 放 送 用 周 波 数 登 録 の 年 度 別 推 移(全 世 界)
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は なは だ し く,我 が 国 の 国 際放 送 に つ い て も,近 年,太 陽 黒 点 数 の 減 少 な ど

も あ っ て一 部 地 域 に お い て は 良 好 な 受信 の確 保 が 困難 とな りつ つ あ る が,各

国 の周 波 数 計 画,聴 取 状況,伝 搬 条 件 等 を考 慮 して,季 節 ご とに最 適 な 周波

数 の選 定 を 図 る よ う努 め て い る 。

エ.テ レ ビジ ョン放 送

テ レ ビジ ョン放 送 はVHF帯(90MHz～108MHz及 び170MHz～222MHz)

の12ch,UHF帯(470MHz～770MHz)の50chを 使 用 し,「 テ レビ ジ ョン

放 送 用 周 波数 割 当 計 画 」 に従 い割 当 て を行 っ てい る。

(3)陸 上移 動 業 務

陸 上 移 動業 務 に分 配 され てい る周 波 数 帯 は,短 波 か らマ イ ク ロ波 ま で広範

囲 に 存 在 す る が,電 波 の特 性 上 か ら陸 上 移 動 業 務 に適 して い る 周波 数 帯 は,

一 般 にVHF帯 及 びUHF帯 が 中 心 で あ り,こ の 周 波 数 帯 の 割 当 ての 状況 は,

第2-6-7表 の とお りで あ る。

第2-6-7表VHF帯 及びUHF帯 陸上移動業務用の周波数 の数

(48年度末現在)

主 な 用 途

公 衆 通 信

警 察 ・消 防 ・救 急

水防 ・道路 ・鉄道 ・パス

防 災 ・地 方 行 政

電 力 ・ガ ス ・水 道

新 聞 ・報 道

タ ク シ ー

VHF帯

単一通信路

258

272

85

93

39

59

UHF帯

単一鮪 路1多 重

ユ

7

1

0

0

0

9

1

2

3

1

2

5

9

3

4

rD

9

2

1

これ らVHF帯 及びUHF帯 の陸上移動業務用周波数帯は,i無 線局の使用

が最 も混雑 しており,従 来から割当周波数間隔の縮小,セ ルh一 ル方式の採

用等による周波数共用,集 中基地方式の採用など周波数の有効利用を図って

きている。
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単一通信路用の周波数帯においては,60MHz帯 では30kHzか ら15kHz間

隔へ,150MHz帯 では40kHzか ら20kHz間 隔へ,400MHz帯 では50kHzか

ら25kHz間 隔へ,そ れぞれ周波数間隔の縮小を48年度末に完了した。

陸上移動業務は,自 動車交通の発達,移 動体との間の迅速な通信の確保の

要求に伴い,都 市部を中心に今後ます ます増大の傾向にあるので,VHF帯 及

び400MHz帯 についてち密な割当計画を定めて一層周波数 の有効利用を図

るとともに,今 後800MHz帯 等の技術開発を促進することが必要 となろう。

(4)海 上移動業務

海上移動業務に分配されている周波数帯は,第2-6-8表 のとお りであ

る。

第2-6-8表 海上移動業務 用の周波数分配状況

周 波 数 帯

O～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

周 波 数 帯 幅

専 用 共 用 計

176kHz

3,850kHz

1,8gokHz

2,962kHz

146MHz

約2.lMHz

約6.8MHz

l46MHz

海上移動業務は人命の安全に直接関連のある業務であり,世 界的ベースで

専用周波数帯が分配されている。 また,500kHz,2,182kHz,156,8MHzの

周波数は遭難及び呼出周波数として国際的な保護が与えられている。

ア.短 波帯の専用周波数帯は,割 当周波数及び割当基準が国際的に定められ

ている。これらの周波数は無線電信用と無線電話用 とに大別され て い る

が,細 分については第2-6-9表 のとおりである。

無線電話海岸局に割 り当てる周波数は,無 線通信規則附録第25号 に掲げ

る周波数区域分配計画により,国 別に分配されており,分 配された国がそ

の周波数を使用する場合は有害な混信から国際的な保護を受ける権利が認

められている。我が国は米国,ソ 連に次いで多数の周波数の分配を得てい

るが,無 線電話の船舶局は世界的に増加する傾向にあるので,今 後,周 波
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第2-6-9表 海上移動業務用周波数帯 の分配状 況

区 別
海 岸 局 用 船 舶 局 用

用 途1周 灘 鞠 用 途1周 灘 鞠

無線電話用
複 信 用

kHz

467.5複 信 用

kHz
463,6

単 信 用 単 信 用 54.9

無 線

電 信 用

広 帯域電信,手 動電信,

ファクシ ミ リ,特 別 の伝

送 方式,デ ー タ伝送方式,

直接 印刷電信方式用

1,574

広 帯域電信,フ ァク

シ ミリ,特 別の伝送

方式用

245

海洋 デー タ伝送用121

狭帯域直接印刷電信

方式,狭 帯域データ

伝送方式用

87.5

通 信 用レ 鰯

呼 出 用ll4・ ・5

25M輔 用1・ ・

数の不足が予想される。また,無 線電信については,従 来の手動電信,フ

ァクシミリに加え,1967年 の世界無線通信主管庁会議(WARC)に より,

印刷電信,デ ータ伝送方式の使用が認められたので,同 様に周波数事情は

ひっ迫 してきている。このため,1974年 にはWARCが 開催され,短 波帯

の海上移動用周波数について再検討 されることとなっている。

イ.154.675MHz～162.0375MHzのVHF帯 は,国 際海上移動無線電話,

沿岸無線電話及び一般海上関係の業務に広 く使用されている。

特に沿岸無線電話は海上交通の発達に伴い需要が急増してお り,こ の需

要に対処するため新たに250MHz帯 の導入が図られつつある。

また,国 際海上移動無線電話周波数帯については,昭 和51年 から周波数

間隔を50kHzか ら25kHzに 縮小することになっている。

ウ.我 が国においては,漁 船の通信は専用通信として行われてお り,操 業海

域の相違等により,中 短波,短 波及びVHF帯 の周波数を割 り当てている
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が,遠 洋漁業用 の 短波帯及 び 小型船舶に対する近距離通信用の26及び27

MHz帯 の需要が特に増大 している。

エ.将 来,海 上移動業務においては,船 舶の大型化,航 法の高度化等により

大容量,高 品質の長距離通信回線の需要増が見込まれている。このため,

現在の短波に代わ り宇宙通信技術の導入が期待され,政 府間海事協議機関

(IMCO)に おいても海上衛星開発のスケジュールが検討されており,周 波

数としては1.5GHz帯 の利用が考えられている。

(5)航 空移動業務

航空移動業務は,海 上移動業務と同様人命の安全に直接関連のある業務で

あり,か つ,著 しく国際性を有するので,原 則として世界的ベースで専用周

波数帯が分配されている。

航空移動業務には主として民間航空路に沿 う飛行の安全に関する通信のた

めの航空移動(R)業 務とそれ以外の航空移動(OR)業 務の区分がある。

航空移動業務用の周波数分配の状況は,第2-6-10表 のとおりである。

第2-6-10表 航空移動業務 用の周波数分配状況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

周 波 数 帯 幅

専 用 共 用t 計

405kHz

l,515kHz

215kHz

I,150kHz

I33MHz

620kHz

2,665kHz

l33MHz

ア.航 空移動(R)業 務

航空移動(R)業 務専用に分配されている周波数帯の使用に際しては,航

空機の安全に関す る通信が優先することになっている。また,航 空移動(R)

業務の使用に関しては,国 際民間航空機関(ICAO)に おいて技術基準,国

際航空の周波数使用計画等が定められており,我 が国でもこれを尊重 してい

る。短波帯については,無 線通信規則附録第27号 に世界的な周波数区域分配

計画が定められており,我 が国でもこの計画に従って主 として遠距離通信用



一324一 第2部 各 論

に割当てを行っている。

また,空 港等における管制通信の主力は現在,高品質の通信が可能なVHF

帯の118MHz～136MHz帯 を使用するようになってきており,空 港の整備に

伴 う需要の増大に対処するため,周 波数間隔を100kHzか ら50kHzへ 縮小す

ることを実施中で,51年8月 末に完了の予定である。

イ.航 空移動(OR)業 務

航空移動(OR)業 務には主 と して短波帯及び138MHz～142MHz,235

MHz～328.6MHzのVHF帯,UHF帯 が分配されてお り,海 上保安用,防

衛用,新 聞 ・報道用等に使用されている。短波帯については,無 線通信規則

附録第26号 に区域分配計画があるが,我 が国ではSSB(単 側波帯)化 により

周波数の有効利用を図っている。

VHF帯 では現在50kHz～100kHz,UHF帯 では100kHz～200kHzの 周波

数間隔で割当てを行っている。

(6)無 線測位業務

無線側位業務は,電 波の伝搬特性を利用して,位 置の決定又は位置に関す

る情報の取得を行う業務であ り,船 舶及び航空機の航行のための無線測位を

行 う無線航行業務,無 線航行以外の目的のための無線測位を行 う無線標定業

務がある。これらの周波数分配の状況は,第2-6-11表 のとお りである。

第2-6-11表 無線測位業務用の周波数分配状況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17.7GHz

17.7～40GHz

周 波 数 帯 颪
【

中

無 線 航 行

専 用騰 難 騨 と

gokHz

57.6MHz

1,493MHz

2.1GHz

4kHz

3MHz

1,850MHz

615kHz

10MHz

O.8GHz

無 線 標 定

専 用 轡蜘 騰 と

20MHz

3,795MHz

l.6GHz

4kHz

3MHz

l,850MHz

885kHz

39MHz

1,465MHz

1,2GHz
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ア.無 線航行業務

無線航行用の周波数帯は,短 波帯を除く全周波数帯にわたって分配されて

いる。

長 ・中波帯は船舶及び航空機の位置決定のシステムのために割 り当ててい

る周波数帯で,ロ ラン,デ ッカ,海 上ビーコン,航 空 ビーコンに使用されて

おり,ま た,近 く遠距離の高精度航行システムのオメガに対す る割当てが予

定されている。海洋開発などに伴い局所的な精密位置決定 システムの需要が

最近多 くなっており,こ のために中波帯の割当てが必要になっている。

30MHz～1,000MHz帯 は,主 として航空無線航行に割 り当て,VOR(VHF

全方向式無線標識施設),ILS(計 器着陸用施設),DME(距 離測定用施設),

TACAN(UHF全 方向方位距離測定用施設)等 に使用されて い る。また,

マイクロ波帯は,船 舶,航 空機,空 港監視,航 空路監視の レーダ,マ イクロ

波 ビーコン等に割 り当てられている。

海上無線航行では,今 後,港 湾を含む沿岸海域における海上交通のふくそ

うに対処するため準 ミリ波帯,ミ リ波帯の高精度の監視 レーダも実用に供さ

れてきている。

なお,よ り正確かつ迅速な位置の決定及び通報の必要性に対処するため,

衛星を利用 した位置決定システムの導入が今後検討されることとなろう。

イ.無 線標定業務

無線標定業務に分配されている周波数帯は,短 波帯を除 く全周波数帯にわ

たっているが,主 としてパルス方式のレーダに使用されている。

低い周波数帯は精度は低いが探知距離の長い レーダに,高 い周波数帯は探

知距離は短いが精度の高い レーダにそれぞれ適 している。

パルス方式のレーダのほか,航 空機,船 舶,車 両等の位置,速 度の測定用

としてCW方 式(持 続電波方式)の ものも最近増加している。

なお,1,605kHz～2,495kHzの 中短波帯においては漁業用のラジオブイが

多数使用されている。
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(7)そ の 他 の 地 上 業 務

気 象 援 助 業 務,ア マ チ ュ ア業 務,標 準 周 波数 業 務 に分 配 され て い る周 波 数

帯 の 状 況 は,第2-6-12表 の とお りで あ る。

ア.気 象 援 助 業 務

気 象 援 助 業 務 に分 配 され て い る周 波 数 帯 は400MHz帯 の 約12MHzと1,6

GHz帯 の40MHzで あ り,ラ ジオ ゾ ンデ用,気 象 デ ー タを伝 送 す る ラジ オ ・

ポ ッ ト及 び ロボ ッ ト中 継 用 に 使 用 され て い る。

第2-6-12表 気 象援助,ア マチ ュア及び標 準周波数の各業務用の

周波数 分配状況

周 波 数 帯

O～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

l～17.7GHz

17.7～40GHz

周 波 数 帯 一昌
【

中

気 象 援 助

専 刷 共 用

工2MHz

40MHz

ア マ チ 己 ア

専 用 共 用

80kHz

2,600kHz

12MHz

935MHz

O.25GHz

標 準 周 波 数

専 用1共 用

10kHz

80kHz

ラジオゾンデは,1.6GHz帯 を使用するものが多 くなっている。

また,最 近,公 害対策としての下層大気の観測及び海洋資源の開発のため

のデータの伝送等の需要が増大 しつつある。

なお,衛 星からの気象観測や衛星を経由す る気象観測資料の収集のための

気象衛星システムが国際的規模で計画されてお り,我 が国でも51年度打上げ

を目標に開発が進められているが,主 要な使用周波数は1.5GHz～2GHz帯

が予定 されている。

イ.ア マチュア業務

アマチュア業務周波数帯は,1,907.5kHzか ら24.25GHzま での間におい

て15周波数帯が分配されている。
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アマチュア無線は,電 波技術の発展あるいは災害時における通信の確保等

に貢献をしてきてお り,48年 度末現在全国で約23万5千 局の多数の局が運用

されている。

ウ.標 準周波数業務

標準周波数業務に分配され て い る周波数帯は短波以下の7周 波数帯であ

る。

標準電波は,周 波数,時 刻,時 間間隔の標準を一般に供する目的で発射さ

れ て お り,我 が国では郵政省電波研究所に標準周波数局が設け られ,2.5

MHz,10MHz,15MHzが 常時発射され,機 器の調整,較 正,各 種観測,学

術研究等に広 く利用されている。

エ.そ の他

簡易無線業務用としては26MHz帯 に11波,150MHz帯 に9波 及び400MHz

帯に10波 の個別周波数を定めている。

また,信 号報知業務用としては,半 径約1km以 内の狭い地域で専用に使

用するものに対 しては26MHz帯,一 般の用に供するものに対 しては150MHz

帯が割 り当てられている。

(8)宇 宙無線通信業務

1971年 の宇宙通信に関する世界無線通信主管庁会議(WARC-ST)の 結

果,衛 星を使用する無線通信の業務に対して275GHzま での周波数帯で多 く

の新 しい周波数が分配された。

我が国においても実験用中容量静止通信衛星,実 験用中型放送衛星,気 象

衛星等の打上げ計画が具体的に進められており,今 後衛星計画に関する情報

の事前公表,関 係主管庁との周波数の調整などの事務手続を含め,宇 宙通信

に関する周波数割当てが本格化するものと考えられる。

ア.固 定衛星業務

固定衛星業務には,2GHz～275GHz帯 において計43,245MHzが 分配さ

れているがこのうち約11,245MHzが 地上の他の業務 と共用となっている。

4GHz帯 及び6GHz帯 の各500MHzは インテルサ ットの国際公衆通信用と
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して世界的に使用されている。

衛星通信は国際通信の約60%を 占めているが,将 来の大幅な需要増に対処

するためインテルサ ットでは,1978年 ～1982年 にかけて,現 在のIV号 系衛

星の約3.5倍 の容量を有する11GHz,14GHz帯 を利用したV号 系衛星の開

発を計画している。

また,我 が国は51年度の打上げを目標に実験用中容量静止通信衛星の開発

を進めているが,使 用周波数帯は,地 上との干渉等を考慮 して17GHz～29

GHz帯 の準 ミリ波を利用することが計画されている。

イ.放 送衛星業務

1971年 のWARC-STに おいて,放 送衛星業務に対 し初めて周波数が分

配されたことを契機 として各国で具体的な放送衛星の計画が進め られ てい

る。我が国においても51年度の打上げを目標に実験用中型放送衛星の開発を

進めている。

使用周波数帯 としては地上系との干渉,ア ンテナの大きさ及び指向性,伝

搬特性等を考慮 して,現 段階では下 り回線には12GHz帯 が,放 送衛星の上

り回線には14GHz帯 が適当と考えられ てい る が,12GHz帯 については,

1977年 に予定されている世界無線通信主管庁会議で国際的な周波数割当計画

が検討される予定である。

ウ.宇 宙研究業務

宇宙研究業務用の周波数帯幅は,WARC-STの 結果,従 来の約4.5GHz

から約37GHzと 大幅な分配の増加が図られた。特に,40GHz以 上の周波数

帯では専用で5GHz,共 用で29GHzと 受信のみを行う宇宙研究に大幅な分配

が行われている。

我が国では東京大学及び宇宙開発事業団において,49年 度か ら52年度にか

けて科学衛星,技 術試験衛星,電 離層観測衛星の開発が進められており,テ

レメータ,コ マンド,ビ ーコン用等に136MHz帯,150MHz帯,400MHz

帯,R&RR(距 離及び距離変化率測定)用 に2GHz帯,伝 搬試験,通 信実

験用にマイクロ波帯,ミ リ波帯の割当てが必要になるものと考えられる。
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工.そ の他

気象衛星業務については既に述べたとおりであるが,そ のほか,航 空移動

衛星業務,海 上移動衛星業務,無 線航行衛星業務,ア マチュア衛星業務等に

対 しても将来に備えて周波数の分配が行われている。

(9)電 波天文業務

電波天文業務は,宇 宙から発する電波の受信を基礎 とす る天文学の業務

で,周 波数の分配は,第2-6-13表 のとおりである。

第2-6-13表 電波天文業務用の周波数分配状況

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17.7GHz

l7.7～40GHz

87MHz

600MHz

20MHz

15MHz

l80MHz

180MHz

我が国では電波天文業務用に専用に又は優先的に分配した周波数帯を受信

する設備であって,一 定の基準に適合するものについて指定を行い,受 信の

保護を行っている。

現在1,400MHz～1,427MHzの 周波数を受信 す る東京天文台の受信設備

が指定 されている。

3周 波数登録の現状

無線局に対 し周波数割当てを行 うに際し,次 の事項に該当する場合,各 国

はIFRBに 周波数の登録通告を行わなけれぽな らない。

① 当該周波数の使用が他の国の業務に有害な混信を生 じさせるおそれが

あるとき

② 当該周波数が国際通信に使用されるとき

③ 当該周波数の使用について国際的承認を得ようとするとき
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IFRBは,定 められた基準に従ってこれを審査する。一定の条件に適合す

るものは周波数登録原簿に記録され,そ の周波数割当ての国際的地位が確立

されることになる。

48年8月1日 現在の周波数の登録状況は第2-6-14表 に示す ように全世

界で約93万件を数え,こ のうち,我 が国は約2万 件の登録を得ている。

第2-6-14表 国際周波数登録状況

(48年8月1日 現 在)

周 波 数 帯

10～525kHz

525～1,605kHz

l,605～4goookHz

4～30MHz

小 十
昌
=
口

30～300MHz

300～3,000MHz

3～40GHz

、4 十
昌
=
ロ

合 十
響言
口

全 世 界

登鮒 数1周 灘 の数

17,588

14,27工

109,221

516,365

657,445

171,495

66,988

38,101

276,584

934,029

1,309

356

4,150

18,915

24,730

ll,500

5,632

2,907

20,039

44,769

日 本

登録件数 陣 灘 の数

467

582

5,180

12,351

18,580

1,152

127

830

2,109

20,689

189

107

491

2,106

2,893

455

34

155

644

3,537

宇宙無線通信業務の局については,衛 星通信系を設定 しようとする国は,

衛星系に関する主 として技術的な情報を運用開始の5年 前からIFRBを 通じ

て全主管庁に公表する。また,静 止衛星系の宇宙局と地球局に対する周波数

割当て,及 び1GHz以 上で宇宙通信系 と地上通信系が同等の権利で分配さ

れている周波数帯を使用する地球局に対する周波数割当て,の 場合には,登

録通告に先立ち,相 互に混信の影響があると思われる関係主管庁との間で周
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波数の調整を行わなければな らないこととなっている。

我が国においても,今 後,宇 宙開発の進展に伴い宇宙無線通信の業務の局

が逐次増加するものと思われるので,周 波数の国際的な権益の確保の上から

も,宇 宙通信用の周波数について情報の事前公表手続,周 波数の調整手続を

経て国際登録を行っていく必要がある。


